
　

町
で
は
、
放
射
性
物
質
汚
染
対

処
特
措
法
に
基
づ
き
、「
小
野
町

除
染
実
施
計
画
」（
広
報
お
の
ま

ち
２
０
１
２
年
11
月
号
掲
載
）を

昨
年
10
月
１
日
に
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
、
長
期

的
に
追
加
被
ば
く
線
量
を
年
間
１

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
に
な
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
、
除
染
を
進
め

ま
す
。

　

ま
た
計
画
で
は
、
小
野
新
町
地

区
、
飯
豊
地
区
、
夏
井
地
区
の
旧

町
村
単
位
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
区
域
に
除
染
作
業
に
よ
っ

て
生
じ
た
土
壌
な
ど
の
仮
置
き
場

の
設
置
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

　

３
つ
の
地
区
の
う
ち
夏
井
地
区

に
お
け
る
仮
置
き
場
が
決
ま
っ
た

こ
と
か
ら
、
町
が
主
体
と
な
り
、

業
者
に
委
託
し
て
除
染
を
始
め
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
夏
井
地
区
の
住
民
を

対
象
と
し
た
説
明
会
、
現
地
調
査

に
つ
い
て
の
同
意
取
得
、
放
射
線

量
の
測
定
、
除
染
方
法
の
確
認
な

夏
井
地
区
か
ら

住
宅
な
ど
の
除
染
を
始
め
ま
す

ど
の
手
続
き
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
仮
置
き
場
が
決
ま
っ
て
い

な
い
地
区（
小
野
新
町
地
区
、
飯

豊
地
区
）に
お
い
て
も
、
確
保
で

き
次
第
、
夏
井
地
区
と
同
じ
よ
う

に
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

除
染
と
は

　

生
活
空
間
に
お
い
て
受
け
る
放

射
線
の
量
を
減
ら
す
た
め
に
、
放

射
性
物
質
を
取
り
除
い
た
り
、
土

で
覆
っ
た
り
す
る
こ
と
で
す
。

　

除
染
の
目
標

　

生
活
空
間
に
お
け
る
平
均
的
な

空
間
線
量
を
地
上
高
１
ｍ
の
と
こ

ろ
で
毎
時
０
・
23
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

ベ
ル
ト
未
満
と
し
ま
す
。（
小
学

生
以
下
の
子
ど
も
の
い
る
住
宅
で

は
地
上
高
50
㎝ 
と
し
ま
す
）

　

夏
井
地
区
に
お
け
る

　

仮
置
き
場
に
つ
い
て

　
〈
仮
置
き
場
の
位
置
〉

　

大
字
南
田
原
井
字
長
沢
地
内「
な

　

つ
い
自
然
公
園
」の
一
部

　

仮
置
き
場
は
徹
底
し
た
安
全
対

策
で
管
理
し
ま
す
。

　

仮
置
き
場
敷
地
の
外
で
の
空
間

線
量
率
が
、
周
辺
環
境
と
同
程
度

の
水
準
と
な
る
よ
う
計
画
、
設
置

し
ま
す
。

　

除
去
土
壌
な
ど
を
詰
め
込
ん
だ

コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
ク
を
地
上
に
積
み

上
げ
る
構
造
と
し
ま
す
。（
地
上

保
管
方
式
：
図
１
の
と
お
り
）

　

現
在
、
調
査
設
計
な
ど
造
成
工

事
の
発
注
に
向
け
て
、
準
備
作
業

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

除
染
の
流
れ（
予
定
）

①
除
染
作
業
委
託
業
者
を
決
定
し

　

ま
す
。

②
除
染
の
方
法
、
手
続
き
な
ど
に

　

つ
い
て
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

　
（
説
明
会
の
開
催
な
ど
）

③
調
査
や
敷
地
立
ち
入
り
に
つ
い

　

て
の
土
地
所
有
者
な
ど
か
ら
の

　

承
諾
を
得
ま
す
。

④
現
地
調
査（
放
射
線
量
の
測
定
）

　

を
行
い
ま
す
。

⑤
測
定
の
結
果

　

▽
毎
時
０
・
23
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

　
　

ベ
ル
ト
以
上
の
箇
所
が
あ
る

　
　

場
合

　
　

↓
除
染
作
業
内
容
を
提
案
し
ま
す
。

　

▽
す
べ
て
の
測
定
箇
所
が
、
毎

　
　

時
０
・
23
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ

　
　

ル
ト
未
満

　
　

↓
除
染
は
行
い
ま
せ
ん
。

⑥
除
染
作
業
を
実
施
し
ま
す
。（
刈

　

り
込
み
、
拭
き
取
り
、
汚
泥
の

　

除
去
な
ど
）

⑦
放
射
線
量
の
測
定
・
除
染
効
果

　

の
確
認
を
行
い
、
土
地
所
有
者

　

な
ど
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑧
除
染
終
了
で
す
。

※
測
定
、
除
染
作
業
の
順
序
は
、
放

　

射
線
の
影
響
や
作
業
効
率
な
ど
を

　

考
え
、
受
託
者
と
協
議
し
決
定
し

　

ま
す
。

　

現
地
調
査
や
除
染
作
業
を
実
施
す

　

る
際
は
、
現
場
立
ち
会
い
の
上
、

　

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

除
染
作
業
で
発
生
し
た
土
壌
な
ど

　

は
、
仮
置
き
場
に
搬
入
で
き
る
よ

図１．仮置き場の構造（地上
保管方式）。
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